
  

相模原市消費生活条例（平成２１年１２月２２日条例第６５号） 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、市民の消費生活について、消費者と事業者との間の情報の質

及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、消費者の権利の確立及び自立のため、市

が実施する施策について必要な事項を定めるとともに、市及び事業者の責務並び

に消費者の役割を明確にし、それぞれの責任を果たすことにより、市民が安全で

安心できる消費生活を確保し、もって将来にわたりその安定と向上を図ることを

目的とする。 

(基本理念) 

第２条 すべての市民が安全で安心できる消費生活を確保するため、消費者の利益

の擁護及び増進に関する市の総合的施策は、消費者の自立を支援するとともに、

次に掲げる消費者の権利を尊重して行われなければならない。 

（１）商品又はサービス(以下「商品等」という。)によって消費者の生命、身体又

は財産が侵されない権利 

（２）適正な表示等により消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権

利   

（３）不適正な取引行為により消費者が被害を受けない権利 

（４）消費者被害から適切かつ速やかに救済される権利 

（５）消費者に必要な情報が速やかに提供される権利 

（６）自立した消費者となるために消費者教育を受ける権利 

（７）多重債務問題から救済される権利 

（８）消費者の意見が市の施策に反映される権利 

２ 消費者に関する市の施策の推進は、消費者の年齢、経済状況その他の特性、高

度情報通信社会の進展、国際化の進展及び循環型社会の推進等の環境保全に配慮

して行わなければならない。 

(市の責務) 

第３条 市は、基本理念にのっとり、市民が安全で安心できる消費生活を確保する

ため、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、施策の実施に当たっては、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体

と協働で行うよう努めなければならない。 



  

(事業者の責務) 

第４条 事業者は、基本理念にかんがみ、次に掲げる措置を講ずるとともに、消費

者が安全で安心できる消費生活を確保するため、積極的に市の施策に協力し、又

は自ら適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（１）消費者の安全及び公正な取引を確保すること。 

（２）消費者に必要な情報を分かりやすく提供すること。 

（３）消費者の年齢、知識、経験及び経済状況に配慮した取引を行うこと。 

（４）消費者の苦情等に適切かつ速やかに対応するための体制づくりに努め、これ

を的確に処理すること。 

（５）事業活動に当たって、循環型社会の推進等の環境保全に配慮すること。 

(事業者団体の責務) 

第５条 事業者団体は、事業者の取組を尊重しつつ、関係団体と連携し、苦情等の

処理の体制の整備及び消費者の信頼を得るための自主的な活動の推進に努めなけ

ればならない。 

２ 事業者団体は、消費者が安全で安心できる消費生活を確保するため、積極的に

市の施策に協力するよう努めなければならない。 

(消費者の役割) 

第６条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する情報を収集し、知識を習得し、及

び積極的に意見を述べ、責任を持って自主的かつ合理的に行動するよう努めるも

のとする。 

２ 消費者は、著作権その他知的財産権の適正な保護に努めるものとする。 

３ 消費者は、商品等を適切かつ安全に使用又は利用するよう努めるものとする。 

４ 消費者は、消費生活において循環型社会の推進等の環境保全に配慮するよう努

めるものとする。 

(消費者団体の役割) 

第７条 消費者団体は、関係団体と連携し、消費生活に関する情報を収集し、それ

を積極的に提供し、意見を述べ、並びに消費者の権利の拡充及び自主的かつ合理

的な行動の推進のための啓発及び教育の支援を行うよう努めるものとする。 

(相互理解及び協力等) 

第８条 市、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体は、この条例の目的を達

成するため、それぞれの責務又は役割を相互に理解し、尊重し、及び協力するも



  

のとする。 

２ 市長は、市民が安全で安心できる消費生活を確保するために必要と認める場合

は、国、県及び他の地方公共団体に必要な措置を講ずるよう要請することができ

る。 

３ 市は、国、県及び他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について

協力を要請された場合は、その要請に応ずるものとする。 

(消費生活基本計画) 

第９条 市長は、この条例の目的を達成し、消費生活に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため、消費生活基本計画を策定しなければならない。 

２ 市長は、消費生活基本計画の策定に当たっては、相模原市消費生活審議会(以

下｢審議会｣という。)の意見を聴かなければならない。 

第２章 消費者の安全確保 

第１節 安全な商品等の供給 

(危険な商品等の供給禁止) 

第１０条 事業者は、消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を及ぼし、

又は及ぼすおそれのある商品等の供給をしてはならない。 

２ 事業者は、供給する商品等の品質管理及び質の向上を図り、安全な商品等の供

給に努めなければならない。 

３ 事業者は、供給する商品等が適切かつ安全に使用又は利用されるように説明等

をするよう努めなければならない。  

４ 事業者は、供給する商品等が消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害

を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合は、直ちにその事実を公表し、速やかに

商品等の供給中止、回収等被害防止のために適切な措置を講じなければならない。 

 (危険な商品等に対する措置) 

第１１条 市長は、商品等が消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を及

ぼすおそれがある場合は、当該商品等について必要な調査を行い、又は事業者に

対して当該商品等が安全であることの立証を求めることができる。 

２ 市長は、前項の調査又は立証の結果、商品等が消費者の生命若しくは身体に危

害又は財産に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、速やかに

商品等の供給中止、回収等被害防止のために適切な措置を講ずるよう事業者に指

導又は勧告を行うことができる。 



  

(緊急被害防止措置) 

第１２条 市長は、商品等が消費者の生命若しくは身体に重大な危害又は財産に重

大な損害を及ぼすことが明確であり、被害の防止のため緊急の必要がある場合は、

直ちに商品等の名称、事業者の氏名又は名称その他必要な情報を消費者へ提供す

るものとする。 

２ 前項に規定する場合において、事業者は、速やかに商品等の供給中止、回収等

被害防止のために適切な措置を講じなければならない。 

第２節 表示等の適正化 

(適正な表示) 

第１３条 事業者は、商品等を供給するに当たり、次に掲げる事項を適正に分かり

やすく表示するよう努めなければならない。 

（１）商品等を供給する事業者の住所、氏名又は名称及び連絡先 

（２）商品等の価格又は質量若しくは時間等の単位当たりの価格 

（３）商品等を適切かつ安全に使用又は利用するための方法 

（４）自動販売機等の機械又はテレビ、インターネット等の通信販売により商品等

を供給する場合、取引に必要な事項 

（５）商品の保証及び修理に関する事項 

（６）商品を廃棄する場合の注意事項及び再利用等の方法 

(表示基準) 

第１４条 市長は、前条の規定による商品等に表示すべき事項その他事業者が遵守

すべき基準(以下「表示基準」という。)を定めることができる。 

２ 市長は、表示基準を定め、又は変更し、若しくは廃止する場合は、審議会の意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により表示基準を定め、又は変更し、若しくは廃止する

場合は、その旨を告示するものとする。 

(表示基準の違反に対する措置) 

第１５条 市長は、事業者が表示基準に違反している疑いがある場合は、必要な調

査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が表示基準に違反している場合は、当該事

業者に対して基準を遵守するよう指導又は勧告を行うことができる。 

(見積書の発行) 



  

第１６条 事業者は、商品等の供給に当たり、価格の内訳が分かりにくく、消費者

に誤認を与えるおそれがある場合は、事前にサービスの内容、価格の内訳等重要

な事項を説明し、かつ、分かりやすい見積書を発行するよう努めるものとする。 

(包装の適正化) 

第１７条 事業者は、商品の内容を誇張し、又は消費者に誤認を与えるような過大

又は過剰な包装をしてはならない。 

２ 消費者は、商品の購入に際して、適正に包装された商品の購入に努めるものと

する。 

(計量の適正化) 

第１８条 市長は、消費者と事業者との間の取引において適正な計量が確保される

よう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 事業者は、商品等の供給に当たっては、適正な計量に努めなければならない。 

(広告の適正化) 

第１９条 事業者は、商品等の広告について、虚偽又は誇大な表現、消費者が選択

を誤るおそれのある表現等不適正な表現をしてはならない。 

 (約款の適正化) 

第２０条 事業者は、商品等の供給に当たっては、消費者の利益を不当に害する内

容の約款を用いてはならない。 

第３節 安心できる取引 

(不適正な取引行為の禁止) 

第２１条 事業者は、消費者との取引に当たっては、次に掲げる不適正な取引行為

を行ってはならない。  

（１）消費者に販売の意図を隠して接近し、商品等の内容等取引を行うための重要

な情報を提供せず、又は誤信を招く情報を提供することにより、契約の締結を

勧誘し、又は契約を締結させる行為 

（２）消費者を執ように説得することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させる行為 

（３）消費者を心理的に不安な状態に陥れ、又は自由な意思決定を妨げることによ

り、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

（４）消費者に不当に不利益をもたらすことが明確な内容の契約を締結させる行為   

（５）消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、



  

消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争

いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は履行させる行為 

（６）契約に基づく債務の完全な履行が無い旨の消費者の苦情に対し、適切な処理

をせず、債務の履行を拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は取引内容を

一方的に変更し、若しくは終了する行為 

（７）消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消

しの申出若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げ、契約の成立若しく

は存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出

若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、このことによっ

て生じた債務の履行を拒否し、若しくはいたずらに遅延させる行為 

（８）消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該

消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他信用の供与又は保証の

受託をする契約において、消費者の利益を不当に害することが明確にもかかわ

らず、契約の締結を勧誘し、若しくは契約を締結させ、又は債務の履行を迫り、

若しくは履行させる行為 

(不適正な取引行為に対する措置) 

第２２条 市長は、事業者が不適正な取引行為を行っている疑いがある場合は、当

該行為に対して必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が不適正な取引行為を行っていると認める

場合は、当該事業者に対して当該行為を是正するよう指導又は勧告を行うことが

できる。 

第４節 生活関連商品の安定した供給 

(生活関連商品の情報収集と価格の安定) 

第２３条 市長は、日常生活と関連の深い商品(以下「生活関連商品」という。)に

ついて必要がある場合は、価格、需給その他必要な情報を収集し、必要に応じて

その情報を消費者へ提供するものとする。 

２ 事業者は、生活関連商品の円滑な流通及び価格の安定に努めなければならない。 

(特定生活関連商品の指定) 

第２４条 市長は、生活関連商品の供給が著しく不足し、若しくは価格が著しく高

騰し、又はそのおそれがある場合は、当該生活関連商品を特定生活関連商品とし

て指定し、事業者に対して当該特定生活関連商品の円滑な流通及び価格の安定に



  

協力するよう要請することができる。 

２ 市長は、前項に規定する状態が消滅した場合は、同項の規定による指定を解除

するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により特定生活関連商品を指定し、又は解除した場合は、

その旨を告示しなければならない。 

(特定生活関連商品に対する措置) 

第２５条 市長は、特定生活関連商品について事業者が買占め又は売惜しみにより、

円滑な流通又は価格の安定を妨げる行為を行っている疑いがある場合は、当該行

為に対して必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が円滑な流通又は価格の安定を妨げる行為

を行っていると認める場合は、当該事業者に対して当該行為を是正するよう指導

又は勧告を行うことができる。 

第５節 事業者への調査及び公表 

(調査) 

第２６条 市長は、第１１条第１項、第１５条第１項、第２２条第１項又は第２５

条第１項に規定する権限を行使するため、事業者及びその関係者に対して、資料

及び商品の提出、報告、説明等を求めることができる。 

２ 市長は、第１１条第１項、第１５条第１項、第２２条第１項又は第２５条第１

項に規定する権限を行使するため必要な限度において、その職員を事業所及び事

務所その他事業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査

させ、又は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事

業者及びその関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により事業者から商品の提出があった場合は、事業者及

びその関係者に対して正当な補償を行うものとする。 

５ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

(公表) 

第２７条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の

氏名又は名称その他必要な事項を公表することができる。ただし、当該事業者に

正当な理由がある場合は、この限りでない。 



  

（１）第１１条第１項の規定による立証に応じない場合 

（２）第１１条第２項、第１５条第２項、第２２条第２項又は第２５条第２項の規

定による勧告に従わない場合 

（３）前条第１項の規定による資料及び商品の提出、報告、説明等必要な調査に応

ぜず、又は虚偽の報告等をした場合 

（４）前条第２項の規定による調査に応ぜず、又は虚偽の答弁等をした場合 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、その理由

を当該事業者及びその関係者に通知するとともに、意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、緊急を要する場合又は当該事業者及びその関係者の所在

が不明で通知できない場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を

聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

第６節 消費者被害の救済 

(苦情及び相談の処理) 

第２８条 市長は、消費者から事業者との取引によって生じた苦情又は相談があっ

た場合は、速やかにこれを解決するために必要な助言、あっせんその他必要な措

置を講じなければならない。 

２ 市長は、前項の措置を講ずるため、消費生活センター等での相談体制を充実さ

せなければならない。 

(消費生活審議会のあっせん又は調停) 

第２９条 市長は、前条第１項の措置を講じたにもかかわらず解決が困難であり、

公正かつ速やかな解決のために必要であると認める場合は、審議会によるあっせ

ん又は調停に付すことができる。 

２ 審議会は、あっせん又は調停のために必要があると認める場合は、消費者、事

業者又はその関係者に審議会への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 

(多重債務問題への対応) 

第３０条 市長は、多重債務問題の未然防止、拡大防止、解決及び再発防止のため、

啓発活動の充実、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならない。 

(消費者訴訟の援助) 

第３１条 市長は、消費者が事業者との取引で被害を受け、消費者が事業者に訴訟



  

を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合において、次に掲げる要件を

満たすときは、当該消費者に対し、当該訴訟に係る経費の貸付け(以下「貸付

金」という。)及び資料の提供等訴訟に対する必要な援助を行うことができる。 

（１）同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又はそのおそれがあること。 

（２）当該消費者が貸付金を受けなければ訴訟の提起、訴訟の維持又は応訴が困難

であること。 

（３）当該取引が審議会の審議に付されていること。 

（４）当該取引発生時に当該消費者が市内に住所を有し、貸付金の申込み時に引き

続き市内に住所を有していること。 

２ 貸付金は、無利子とする。 

３ 市長は、訴訟の結果、当該消費者が当該貸付金の額以上の金額を得ることがで

きなかった場合その他貸付金を返還させないことが適当であると認める場合は、

当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

第３章 消費者の自立支援 

(消費者教育の推進等) 

第３２条 市は、消費者が消費生活に関する知識を習得し、自立した消費者として

自主的かつ合理的に行動することを支援するため、消費者教育に関する施策の推

進及び学習支援のための環境整備に努めなければならない。 

２ 市は、取引行為について判断能力が十分でない人の消費者被害を防ぐため、必

要な施策の推進に努めなければならない。 

 (情報の収集と提供) 

第３３条 市は、消費者の自主的かつ合理的な行動の支援及び消費者被害の防止の

ため、消費生活に関する情報を収集し、啓発活動に努めなければならない。 

(消費者団体の育成) 

第３４条 市は、消費者団体の育成及び自主的な活動の促進を図るため、必要な施

策を推進しなければならない。 

(消費者意見の反映) 

第３５条 市長は、消費生活に関する施策の策定又は実施に関し、消費者及び消費

者団体の意見を把握し、これを反映させるよう努めなければならない。  

２ 市長は、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体が相互の理解と協力によ

り安全で安心できる消費生活を確保するため、情報及び意見の交換を行う交流の



  

機会を設けるよう努めなければならない。 

(市長への申出) 

第３６条 消費者は、事業者がこの条例の規定に違反し、又は市長が必要な措置を

講じていないことにより、消費者の権利が侵害され、又は侵害されるおそれがあ

る場合は、市長にその旨を申し出て適切な措置を講ずるよう求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による消費者からの申出に対し必要と認める場合は、適切

な措置を講じなければならない。 

第４章 雑則 

(適用除外) 

第３７条 第２章第１節の規定は、薬事法(昭和３５年法律第１４５号)第２条第１

項に規定する医薬品については、適用しない。 

２ 第２章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

（１）医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに

準ずる行為 

（２）法令に基づいて規制されている商品等の価格 

(委任) 

第３８条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 


